自宅に稼働可能なエアコンがない「住民税非課税世帯・生活保護世帯」を対象に
エアコン購入設置費用を助成します
（長和町エアコン設置促進事業補助金）





２　補　助　額
①住民税非課税世帯
設置費用の２/３
　　（上限４８，０００円）

②生活保護世帯
設置費用全額
　　（上限７３，０００円）
※①は千円未満端数切捨て
※上限額を超える部分は自己負担となります。
３　対象器具
次のいずれかの品目
①壁掛け型エアコン
②床置き型エアコン
③ウインドエアコン
④ポータブルエアコン
⑤電気冷風機
※⑤は充電式のものを除く
※体の一部分のみを冷やす目的の品目は対象外


１　対象世帯
長和町に住所がある
①住民税非課税世帯
②生活保護世帯
※いずれも申請時点
※世帯主に支給
※稼働可能なエアコンが１台もない世帯に限る














●申請期限　：　令和８年１０月３０日（金）まで
※町からの交付決定通知の前にエアコンを購入・設置した場合は対象外となります。






〇申請から補助金受領までの流れ【町】
⑤金額確定
　支払い
【申請者】
④実績報告
　交付請求
【申請者】
③エアコン
　購入設置
【町】
②書類審査
交付決定
【申請者】
①交　付
申　請
【申請者】
⑥補助金
　受　領




　　①補助金交付申請書・見積書等を保健福祉課福祉係へ提出または郵送。（申請書は福祉係窓口にあります。）
②交付決定通知書が郵送されます。（世帯状況や対象品目等の要件を満たさない場合は、不交付決定となります。）
③交付決定を受けた対象品目のエアコン等を購入・設置します。なお、購入・設置は、必ず交付決定「後」になります
ので、ご注意ください。
④設置完了後、交付請求書・領収書等を保健福祉課福祉係へ提出してください。
⑤補助金額を確定し、請求書に記載された振込先に振り込みます。
⑥補助事業完了後、町職員が設置状況確認のためお宅へ伺うことがあります。

〇その他
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受給した場合は、【問合せ・申請先】
長和町役場　保健福祉課　福祉係
電話　０２６８－７５－２０７４（直通）

補助金を返還いただきます。
(3) 町税等に滞納がある場合は、対象外となります。
町税等完納後に申請してください。


★対象世帯であるかの確認方法（不明な場合は事前にご相談ください）。
①対象世帯かどうか
申請日時点で、①「住民税非課税世帯(※１)」もしくは、②「生活保護世帯」に該当する。
※1：町税等の滞納がないこと。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
はい
いいえ

②エアコンの設置状況の確認
居住する住宅に、稼働可能なエアコンが１台もない。

いいえ
対　象　外
（申請できません）

　　　　　　　　　　　　　　　　
はい


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③品目を検討する
表面の「３対象器具」に該当し、補助対象となる品目である。
いいえ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい

④長和町エアコン設置促進事業補助金の対象
表面の申請から補助金請求までの流れおよび、下記の「申請に必要な書類」を添付して申請してください。






★申請に必要な書類○補助金交付申請書の添付書類
・エアコン購入設置費用の見積書等、カタログ等仕様がわかるもの、承諾書（借家等他人名義の住居に住んでいる場合）
〇補助金交付請求書の添付書類
・エアコン購入設置費用の領収書・内訳書、預金通帳の写し等（振込先の口座が分かる書類）、
購入設置したエアコン・室外機の写真（全体像・設置状況・製造番号等分かるように撮影）









★補助金交付を受けるための条件等①住民税非課税世帯の場合の対象世帯
申請日時点で世帯全員が住民税非課税の世帯であること。申請日が令和8年5月31日までの場合は令和7年度の課税状況、令和8年6月1日以降は令和8年度の課税状況を確認します。
②生活保護世帯の場合の対象世帯
申請日時点で生活保護を受給している世帯または生活保護停止中の世帯であり、生活保護申請中の世帯は除きます。
※他に、①の世帯は町税等の滞納がないこと。賃貸住宅等の場合、家主の許可が必要です。なお、施設入所の場合は対象外となります。
※同じ住所に居住する世帯がすでにこの補助金を受けている場合は、対象となりません。









